
 

令和６年度 国立大学法人佐賀大学 

一般職員（施設系技術職員）（建築系）選考採用 募集要項 

 

 

佐賀大学における施設設備の整備及び管理保全業務に従事する一般職員（国立大学法人

佐賀大学職員就業規則第２条第１項に定める技術職員）を以下のとおり募集します。 

 

１．募集者  佐賀大学（佐賀市本庄町１番地） 

 

２．募集職種 

技術職員（施設系技術職員） 

※常勤職員（定年６０歳、延長定年制度及び再雇用制度あり） 

 

３．採用予定者数 

１名 

 

４．採用予定日 

令和７年４月１日 

※場合によっては、採用予定日より早く採用する可能性があります。 

 

５．職務内容 

佐賀大学の事務組織の施設関係部署において、建築に係る次の業務に携わっていだ

だきます。 

（１）施設設備の整備及び管理に関すること。 

（２）施設整備の点検、評価、維持保全に関すること。 

（３）設計、積算、工事監理業務に関すること。 

（４）施設マネジメントに関すること。 

 

６．受験資格 

以下の（１）、（２）のすべてに該当する方とします。 

（１）平成２年４月２日以降に生まれた者 

※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、上記年齢の方を募集します。 

（雇用対策法施行規則 第１条の３第１項３号のイ） 

（２）高校、大学、高等専門学校、専修学校において工学系（建築分野/土木分野/

都市工学分野）の専門課程を卒業・修了した者、又は令和７年３月に卒業・修

了予定の者。 

 

ただし、次の者は試験を受けることができません。 

（１）禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の

期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

（２）懲戒解雇又はこれに相当する処分を受けたことのある者で、その処分の日か

ら２年を経過していない者 

（３）日本国内における活動に制限がない在留資格を有しない者 

    （ただし、採用予定日から佐賀大学の業務に従事することが可能な在留資格

を取得できる場合を除く。） 



 

７．選考方法 

   一次選考：書類審査 

二次選考：面接試験（随時実施予定） 

※一次選考の上、二次選考対象者には電話又は E-mail にて日時等の詳細について 

連絡します。 

 

８．提出書類 

（１）履歴書（ＪＩＳ規格）に６ヶ月以内に撮影した写真を貼付すること。 

学歴は、高等学校卒業から記載すること。 

（２）職務経歴書（職歴のある方のみ。具体的な仕事内容を記載。様式任意） 

（３）所有する資格がある場合は、それを証明する書類（写し可） 

   ただし、職務に有用な資格と考えられるものに限る。 

（４）最終学歴の卒業を証明できるもの（写し） 

 ※応募書類は返却しません。本学により責任破棄とさせていただきます。 

  応募書類に記載された個人情報は、選考及び採用以外の目的には使用しません。 

 ※採用決定後、各種証明書類の提出が必要となります。 

 

９．応募締切 

   随時受付 

   ただし、採用人員に達した時点で終了となりますので、事前に電話等で確認ください。 

 

１０．提出先 

〒８４０－８５０２ 

佐賀市本庄町１番地 

国立大学法人佐賀大学 総務部人事課 任用主担当 

TEL ０９５２－２８－８１２３ 

※郵送する場合は、必ず「書留」とし、封筒表面に「佐賀大学一般職員（施設系技術

職員）応募書類在中」と朱書きしてください。 

※応募書類については、返却しません。応募書類に記載された個人情報は、選考及

び採用以外の目的には使用しません。 
 
１１．労働条件・待遇 
    任  期：任期無しの常勤職員（試用期間３か月） 
    基 本 給：月額２０７，４００円（４年生大学新卒者の一般例） 

（基本給は、各人の経歴等により決定されます。） 
諸 手 当：通勤手当・住居手当・扶養手当・超過勤務手当等（支給条件あり） 
賞  与：年２回（６月、１２月） 
昇  給：原則として、各年の１月１日にそれ以前１年間の勤務成績に応じて昇給 
就業場所：佐賀大学本庄キャンパス（佐賀市本庄町１番地）又は鍋島キャンパス 
     （佐賀市鍋島５－１－１） 
就業時間：週５日、３８．７５時間 

（月～金）８時３０分～１７時１５分 
（休憩）１２時００分～１３時００分 
（超過勤務：有り） 

休  日：土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２／２９～１／３） 
     その他、特別有給休暇（忌引、子の看護、夏季休暇等）あり 
健康保険等：文部科学省共済組合、労災保険、雇用保険加入 



 
 

   その他詳細は国立大学法人佐賀大学職員就業規則等、職員の待遇については、「国立

大学法人佐賀大学職員給与規程」によります。（「佐賀大学規程集 第１３編 就業規

則」を参照してください。） 
佐賀大学規程集 

（ https://kiteikanri2011.admin.saga-u.ac.jp/browse.php?action_treeList ） 
 
１２．受動喫煙対策  あり（敷地内禁煙） 
 
１３．業務内容に関する問合せ先 
    国立大学法人佐賀大学 環境施設部 企画管理課 
    TEL：０９５２－２８－８９６４ 


